
豊田市つながる応援プレミアム付き商品券発行事業費補助金交付要綱 
 
（趣旨） 
第１条 この要綱は、豊田市商業振興条例（平成１７年条例第６号。以下「条例」という。）

第２９条に規定する助成措置について、豊田市補助金等交付規則（昭和４５年規則第３４
号）に定めるもののほか、豊田市つながる応援プレミアム付き商品券発行事業費補助金の
交付に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 
（定義） 
第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 
（１）地域経済団体 条例第２条第１号に規定する法人をいう。 
（２）商店街団体 条例第２条第２号に規定する法人及び団体をいう。 
（３）指定法人 条例第１１条に規定する法人をいう。 
（４）再開発施設管理運営法人 条例第２９条第１項第１号クに規定する法人をいう。 
（５）実行委員会 条例第２９条第１項第１号コに規定する団体をいう。 
（６）旧町村 平成１７年３月３１日時点の旭町、足助町、稲武町、藤岡町、小原村及び下

山村をいう。 
（７）関係交流促進事業 旧町村の区域内に立地する地域経済団体、商店街団体、指定法人、

再開発施設管理運営法人及び実行委員会が関係人口の増加を目的に実施する事業をい
う。 

（８）プレミアム分 プレミアム付き商品券の額面と販売額の差をいう。 
（９）プレミアム率 プレミアム付き商品券の販売額に対するプレミアム分の割合をいう。 
 
（補助金の交付目的） 
第３条 この補助金は、物価高騰等の経済情勢の変化により、家計負担が増加した生活者及

び経営状況が厳しくなった事業者を支援することを目的として、地域経済団体等が実施す
るプレミアム付き商品券発行事業に対し補助金を交付することにより、生活者の家計負担
が軽減され、消費が喚起されることで事業者の経営状況が改善されるとともに、地域との
関係交流が促進されることによる地域経済の活性化に資することを目的とする。 

 
（補助対象事業者） 
第４条 補助金の交付対象となる者（以下「補助対象事業者」という。）は、地域経済団体、

商店街団体、指定法人、再開発施設管理運営法人及び実行委員会であって、次の要件を全
て満たすものとする。 

（１）法人等（法人又は団体をいう。以下同じ。）の役員等（法人にあっては非常勤を含む
役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の
責任を有する代表者及び理事等をいう。以下同じ。）に暴力団員による不当な行為の防



止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴
力団員」という。）又は暴力団員ではないが同条第２号に規定する暴力団（以下「暴力
団」という。）と関係を持ちながらその組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行
う者（以下「暴力団関係者」という。）がいないこと。 

（２）暴力団員又は暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）がその法人等の経営又は
運営に実質的に関与していると認められないこと。 

（３）法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経
営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められる
者でないこと。 

（４）法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若し
くは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する
など暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められる者でないこと。 

（５）法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係
を有していると認められる者でないこと。 

（６）法人等の役員等又は使用人が、第１号から前号までのいずれかに該当する法人等又は
個人であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められる者でないこと。 

（７）豊田市税を滞納していないこと。 
 
（補助対象事業） 
第５条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、補助対象事業

者が実施するプレミアム付き商品券発行事業及び関係交流促進事業とする。 
２ プレミアム付き商品券の利用可能期間は６月以内とし、令和８年２月１日から令和９年

１月３１日までの間で補助事業者が設定するものとする。 
３ プレミアム付き商品券の利用可能期間は、同一補助対象事業者が発行する異なるプレミ

アム付き商品券の利用可能期間と重複してはならない。 
 
（補助対象経費） 
第６条 プレミアム付き商品券発行事業に係る補助金の交付対象となる経費（以下「補助対

象経費」という。）は、補助対象事業に要する経費のうち、補助対象事業に係るプレミア
ム分及び事務経費とする。ただし、プレミアム率は３０パーセントとし、事務経費は次の
各号に掲げる費用に限るものとする。 

（１）消耗品費（販売を目的とする物品等の取得に要する費用を除く。） 
（２）印刷製本費 
（３）システム使用料（二次元コード、バーコード、専用プラットフォーム等を活用してデ

ジタル商品券を発行する場合に限る。コード決済事業者等に支払う基本料金及びシステ
ム使用料に限る。） 

（４）広告料 
（５）筆耕翻訳料 



（６）委託料 
（７）会場借上料 
２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものはプレミアム付き商品券発行事業に係

る補助対象経費としない。 
（１）消費税相当額 
（２）地方消費税相当額 
（３）使用されなかったプレミアム付き商品券のプレミアム分 
（４）食糧費 
（５）金券類需用費（収入印紙、記念品として執行される図書カード等） 
（６）金券類役務費（切手・はがき、レターパック、県収入証紙等） 
（７）使用目的が対象事業に特定できない経費 
（８）その他市長が不適当と認める費用 
３ 関係交流促進事業に係る補助対象経費は、補助対象事業に要する経費のうち、事務経費

とし、事務経費は、次の各号に掲げる費用に限るものとする。 
（１）消耗品費（販売を目的とする物品等の取得に要する費用を除く。） 
（２）印刷製本費 
（３）広告料 
（４）郵便料金（メール便及び宅配便の費用に限る。） 
（５）筆耕翻訳料 
（６）金券類役務費（切手・はがき、レターパック、県収入証紙等） 
（７）委託料 
（８）使用料及び賃借料 
（９）金券類負担金（関係交流促進事業の参加者へ配布する地域クーポン券等の発行費に限

る。） 
４ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは関係交流促進事業に係る補助対象経

費としない。 
（１）消費税相当額 
（２）地方消費税相当額 
（３）プレミアム付き商品券発行事業において補助対象経費とした経費 
（４）食糧費 
（５）金券類需用費（収入印紙、記念品として執行される図書カード等） 
（６）使用目的が対象事業に特定できない経費 
（７）その他市長が不適当と認める費用 
 
（補助金額等） 
第７条 補助金の額及び限度額については別表に定める額とし、１，０００円未満の端数が

生じたときは、これを切り捨てるものとする。 
 



（補助金の交付申請手続等） 
第８条 補助金の交付の申請をしようとする補助対象事業者（以下「申請者」という。）は、

豊田市つながる応援プレミアム付き商品券発行事業費補助金交付申請書（様式第１号）に
次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、令和８年度の交付申
請期限は令和８年９月３０日とする。 

（１）事業計画書（様式第２号） 
（２）収支予算（決算）書（様式第３号） 
（３）誓約書（様式第４号） 
（４）役員一覧表（様式第５号） 
（５）法人の履歴事項全部証明書の写し（法人に限る。３か月以内に発行されたものに限る。） 
（６）定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類 
（７）委任状（様式第６号）（第三者に申請を委任する場合に限る。） 
（８）その他市長が必要と認めるもの 
２ 前項の交付申請は、同一申請者につき２回までとする。 
３ 豊田市家計応援ポイント還元事業費補助金の交付の申請を行った者は、第１項の交付申

請をすることができない。 
 
（交付可否の決定） 
第９条 市長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、

必要に応じ実態調査等を行い、補助金の交付の承認又は却下を決定するものとし、その決
定について、申請者に豊田市つながる応援プレミアム付き商品券発行事業費補助金交付可
否決定書（様式第７号）により通知するものとする。 

２  市長は、前項に規定する補助金の交付の承認の決定（以下「交付決定」という。）をす
る場合において、補助金交付の目的を達成するために必要と認めるときは、条件を付すこ
とができる。 

３ 市長は、本補助金の交付事務に必要な内容に関し、申請者の同意を得た上で、法人の場
合は市税の収納状況を、個人事業主の場合は住民基本台帳の閲覧及び市税の収納状況を確
認することができる。 

 
（内容変更等） 
第１０条 交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、交付決定を受けた補助

対象事業（以下「補助事業」という。）の内容を変更（廃止及び中止を含む。）をする場合
は、直ちに市長に補助事業計画変更承認申請書（様式第８号）を提出し、その承認を受け
なければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。 

２ 市長は、前項の規定による補助事業計画変更承認申請書を受理したときは、変更内容を
審査し、補助事業計画の変更の承認又は却下を補助事業計画変更可否決定書（様式第９号）
により、申請者に通知するものとする。 

３ 市長は、前項に規定する補助金の交付の変更承認の決定（以下「変更交付決定」という。）



をする場合において、補助金交付の目的を達成するために必要と認めるときは、条件を付
すことができる。 

 
（実施期間） 
第１１条 補助事業は、第９条に規定する交付決定の日の翌日から起算して１０か月以内に

完了しなければならない。ただし、令和８年度中に第８条に規定する交付申請をするとき
は、交付決定の日の翌日から起算して１０か月を経過した日又は令和９年２月１２日のい
ずれか早い日までに事業を完了しなければならない。 

２ 補助事業は、第９条に規定する交付決定の日から着手（発注・契約）することができる。 
３ 補助事業の完了とは、補助事業の実施、補助事業に係る全ての支払い及び換金が完了す

ることをいう。 
 
（実績報告） 
第１２条 補助事業者は、豊田市つながる応援プレミアム付き商品券発行事業費補助金実績

報告書（様式第１０号）に次に掲げる書類を添えて、補助事業が完了した日の翌日から起
算して１４日以内に市長に提出しなければならない。 

（１）補助事業に着手した日を確認することができる書類等 
（２）補助事業に係る費用の支払いを確認することができる書類等 
（３）収支予算（決算）書（様式第３号） 
（４）委任状（様式第６号）（第三者に申請を委任する場合に限る。） 
（５）その他市長が必要と認めるもの 
 
（額の確定及び交付等） 
第１３条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を確認し、交付す

べき補助金額を確定するとともに、豊田市つながる応援プレミアム付き商品券発行事業費
補助金確定通知書（様式第１１号）により補助事業者に通知するものとする。 

２ 補助事業者は、前項の規定により豊田市つながる応援プレミアム付き商品券発行事業費
補助金確定通知書の交付を受けたときは、市長が指定する請求書により、速やかに補助金
の請求をするものとする。 

３ 市長は、前項の規定により補助事業者から補助金の請求を受けたときは、第１項の規定
により確定した補助金額を当該補助事業者に交付するものとする。 

４ 市長は、補助事業者が補助金の交付目的を達成するため、特に必要があると認めるとき
は、第１項の規定にかかわらず、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払する
ことができる。 

 
（検査） 
第１４条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期すため、補助事業者の報告に基づき、

帳簿等関係書類及び物件、施設等を検査することができる。 



２ 補助事業者は、前項の規定に基づく検査を正当な理由なく、これを拒んではならない。 
 
（帳簿等の保存期間） 
第１５条 補助事業者は、帳簿等の補助事業に係る全ての関係書類を、補助事業が完了した

年度の翌年度から起算して５年間保存しなければならない。 
 
（財産処分の制限） 
第１６条 補助事業者は、総務省所管補助金等交付規則（平成１２年総理府・郵政省・自治

省令第６号）第８条に定められた期間（同規則において定めのないものについては５年）
が経過するまでは、当該補助事業により取得した財産を補助金の交付の目的に反して使用
し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を得
た場合は、この限りではない。 

 
（交付決定の取消し又は補助金の返還） 
第１７条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の

決定額の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返
還させなければならない。 

（１）規則、この要綱、交付決定若しくは変更交付決定のときに付した条件又は市長の指示
に違反したとき。 

（２）補助金を交付の目的以外に使用したとき。 
（３）補助事業を中止し、又は廃止したとき。 
（４）補助事業に関する申請、報告、施行等について不正な行為があったとき。 
（５）第４条各号のいずれかに該当したとき。 
（６）第１３条第４項の規定による概算払をした場合であって、第１３条第１項の規定によ

り確定した補助金額が概算払により交付した補助金額を下回ったとき。 
（７）その他補助金の運用を不適当と認めたとき。 
２ 市長は、補助金の交付の決定額の全部若しくは一部の取り消し、又は既に交付した補助

金の全部若しくは一部の返還を決定したときは、その旨を豊田市つながる応援プレミアム
付き商品券発行事業費補助金取消等通知書（様式第１２号）により、補助事業者に通知す
るものとする。 

３ 前項の規定により、既に交付を受けた補助金の全部又は一部の返還を命ぜられた補助事
業者は、補助金の返還を命ぜられた日から起算して１５日以内に当該補助金を返還しなけ
ればならない。 

 
（電子申請等） 
第１８条 この要綱における申請及び通知等は、豊田市情報通信技術を活用した行政の推進

等に関する条例（平成１８年条例第１号）の規定により、電子情報処理組織(市の機関等
の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)とその手続等の相手方の使用に係る電子計



算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により行う
ことができる。 

 
（職権修正） 
第１９条 市長は、補助金の交付事務を行うに当たり、申請者から提出された第８条に規定

する書類若しくは補助事業者から提出された第１０条第１項又は第１２条に規定する書
類に不備があるときは、当該職員にこれを修正させることができる。 

 
（交付決定前の事業着手） 
第２０条 補助対象事業者は、事業目的達成のため、やむを得ず交付決定前に事業に着手す

る必要がある場合には、補助対象事業事前着手届（様式第１３号）をあらかじめ市長に提
出しなければならない。ただし、この届出の受理は、補助金を交付決定することを保証す
るものではない。 

２ 前項の規定より補助対象事業事前着手届を提出した補助対象事業にあっては、第１１条
第２項の規定にかかわらず、第８条に規定する交付申請をした日の翌日から補助対象事業
に着手することができる。 

 
（委任） 
第２１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 
 
 
附則 
（施行期日） 
１ この要綱は、令和７年１２月１９日から施行する。 
（要綱の失効） 
２ この要綱は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効前に

交付決定を受けた補助事業については、なお従前の例による。 
 
附則 
（施行期日） 
 この要綱は、令和８年６月１日から施行する。 
 



別表（第７条関係） 
 
 補助金額 

限度額 プレミアム付き商品券発行事業 関係交流促進事業 

プレミアム分 事務経費 事務経費 

デジタル商品券を発行する場合であって、 
関係交流促進事業を実施するとき。 

１００分の１００の
額 

１００分の９０の額 

プレミアム付き商品
券の販売総額の１０
０分の１０の額又は
関係交流促進事業に
係る補助対象経費の
合計額のいずれか低
い額 【１回目】 

５，０００万円 
 

【２回目】 
１億円から 
１回目の 

交付決定額を 
控除した額 

 

紙商品券を発行する場合であって、 
関係交流促進事業を実施するとき。 

１００分の８０の額 

プレミアム付き商品
券の販売総額の１０
０分の１０の額又は
関係交流促進事業に
係る補助対象経費の
合計額のいずれか低
い額 

デジタル商品券を発行する場合であって、 
関係交流促進事業を実施しないとき。 

１００分の８０の額 ― 

紙商品券を発行する場合であって、 
関係交流促進事業を実施しないとき。 

１００分の６０の額 ― 

※デジタル商品券と紙商品券の双方を発行するときは、デジタル商品券を発行する場合の補助率を適用するものとする。 


